
人事行政の運営等の状況
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１　職員の任免及び職員数に関する状況
(1)　採用者数 （令和5年4月1日付） (単位：人) (令和4年度：令和4年4月1日～令和5年3月31日) (単位：人)

(2)　退職者数 (令和4年度) (単位：人)
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(3)　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年4月1日現在）

配置換えによる減

配置換えによる減

退職者の不補充による減

事務事業の縮小による減

機構改革に伴う増

＜参考＞

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

人）

退職者の不補充による減

＜参考＞

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

人）

業務量の増加による増

機構改革に伴う減

専門職配置による増

＜参考＞

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。
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(4)　年齢別職員構成の状況 （令和5年4月1日現在）

　

(5)　職員数の推移
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（注）１　各年における定員管理調査において部門別職員数。
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２　職員の人事評価の状況

(1)　被評価者及び評価者 （病院企業職員除く）

被評価者 第１評価者 第２評価者 調整評価者

部長等 副市長又は教育長 　－ 市長

参事・課長等 部長等 　－ 副市長又は教育長

主幹 課長等 部長等 副市長又は教育長

課長補佐等 課長等 　－ 部長等

副主幹等 課長補佐等 課長等 部長等

係長 課長補佐等 課長等 部長等

主任等 係長 課長等 部長等

主査・副主査・主事等 係長 課長等 部長等

(2)　評価期間

業績評価　：　 ４月１日～３月３１日

能力評価　：　 ４月１日～３月３１日

３　職員の給与の状況
(1)　総括

　① 人件費の状況（普通会計決算）

　② 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） 1 職員手当には退職手当を含みません。

2 職員数は、令和4年4月1日現在の人数です。

　③ ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）

　を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として

　計算した指数。

（参考）

　　　　　　　　　　　％

16.2

(参考)　一人当たり

 給与費　Ｂ／Ａ

千円

6,476

住民基本台帳人口

（令和5年1月1日） 令和3年度の人件費率

人
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人
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給 料
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千円

2,888,174

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　　％

Ｂ／Ａ
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　　　　　千円
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1,711,474

期末・勤勉手当

29,394,881 924,365

453,072

千円
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区分

4年度
723,628
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令和3年度

歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 率人件費

Ｂ

　　　　　千円
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(2)　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　① 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 （令和5年4月1日現在）

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注） 1 「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平均給与

月額（国ベース）」は、国家公務員と同じベースで（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出したものです。

　② 職員の初任給の状況 （令和5年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円

円

　③ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （令和5年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

(3)　一般行政職の級別職員数等の状況
　① 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況 （令和5年4月1日現在）

（注） 1 橋本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

５ 級 課 長 補 佐

３ 級

大学卒

高校卒

区　　　　分 経験年数10年
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教　育　職
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１ 級 主 事
％

5.6
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２ 級 副 主 査
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橋本市 和歌山県 国

185,200
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区分 平均年齢
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６ 級
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442,238

424,266
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(4)　職員の手当の状況（企業会計を除く）

　① 期末手当・勤勉手当

1人当たり平均支給額 （令和4年度）

千円

（令和4年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

・役職加算　5～15％ ・役職加算　5～20％

・管理職加算　10～25％

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

　② 退職手当 （令和5年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2～20%） 定年前早期退職特例措置（2～45%）

1人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、令和4年度に退職した職員に支給された平均額です。

　③ 地域手当 （令和5年4月1日現在）

（令和4年度決算） 千円

（令和4年度決算） 　円

％ 人

％ 人

％ 人 ％

　④ 特殊勤務手当 （令和5年4月1日現在）

支給実績 （令和4年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額 （令和4年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合 （令和4年度決算）

　⑤ 時間外勤務手当

支給実績 （令和4年度決算） 千円

支給職員1人当たり平均支給年額 （令和4年度決算） 千円

支給実績 （令和3年度決算） 千円

支給職員1人当たり平均支給年額 （令和3年度決算） 千円

6.0 482

207,401

510

175,888

426

―

　円

　％

47.709

0.90

職制上の段階、職務の級等による加算措置

20

39.7575 47.709

47.709

（令和4年度支給割合）

1.901.90 2.40

橋 本 市

47.709

19.6695

28.0395

24.586875

33.27075

1,584

国

橋本市

2.40

1.35

24.586875

28.0395 33.27075

職制上の段階、職務の級等による加算措置

国

15.2 1
橋本市 6 ％

1.35

20 1

0.90

支給職員1人当たり平均支給年額

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

支給実績

39.7575

115,440

47.709 47.709

19.6695

238,512

国の制度（支給率）

6,928 21,021

10,024

98,275

21.1

千円

東京都特別区

手当の種類
（13種類）

防疫等作業手当

税務手当、感染症防疫作業手当、ケースワーカー手当、清掃作業手当

行旅死亡人取扱手当、死犬猫等処理手当、機関部作業手当、夜間特殊業務手当

火災等非常出動手当、救急出動手当、救命救急士手当、防災航空隊手当



　⑥ その他の手当 （令和5年4月1日現在）

円

円

円

円

円

(5)　特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在）

（令和4年度支給割合） （算定方式） （支給時期）

　801,000円×在職月数×44/100

月分

　722,000円×在職月数×30/100

　646,000円×在職月数×22/100

（平成4年度支給割合）

月分

45,453 千円 590,291管理職手当
その職務の級における最高の
号給の給料月額の100分の25
を超えない範囲内で支給

同じ

5,403 千円 96,468夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10
時から翌日の午前5時までの
間に勤務した場合、勤務１時
間あたりの給与額の100分の
25に相当する額に当該勤務時
間数を乗じて得た額を支給

同じ

住居手当 千円

千円通勤手当

801,000

722,000

家賃が16,000円を超える借家
の場合、家賃の額に応じて
28,000円を限度として支給

交通用具利用の場合
通勤距離が片道2km以上の場
合において、その距離に応じ
2,000円から31,600円までの
額を支給

交通機関利用の場合
負担している運賃額（原則と
して6ヵ月定期券の額を6で除
した額）に応じ55,000円を限
度として支給

同じ

同じ

646,000

円

円

円

区分 給料月額

区分 報酬月額

4.45

4.45

期末手当

期末手当

任期毎

任期毎

任期毎

退職手当

市長

副市長

教育長

議長

副議長

議員

手当名

内　　　　　容

橋本市 国

配偶者　6,500円
子　10,000円
父母等　6,500円

満16歳となる年度初めから満
22歳の年度末までの子1人に
つき5,000円を加算

同じ53,676 217,311扶養手当 千円

20,493

520,000 円

470,000

440,000

円

円

23,027

284,617

57,137

支給実績

（令和4年度決算）

支給職員1人当たり

平均支給年額

（令和4年度決算）



４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)　一般職員の勤務時間の状況 （令和5年4月1日付）

(2)　年時有給休暇の取得状況 （令和4年1月1日～令和4年12月31日）

平均取得日数

(3)　特別休暇等の種類 （令和5年4月1日付）

(4)　介護休暇の取得者数 （令和4年度）

介護休暇取得者数 0 1 1

天災被害

出勤困難

区分 男性 女性 計

忌引き

夏季

リフレッシュ

子の養育

子の看護

父母の祭日

5日以内

5日以内

1日以内

配偶者10日、父母7日、子5日、祖父母3日他

5日以内で必要と認められる期間

勤続10年1日、20年2日、30年3日

7日以内

必要と認められる期間

生理

育児期間

妻の出産に伴う付き添い

職員の結婚

妊娠・産後の保健指導等

産前産後

1日2回45分以内又は1日1回1時間30分以内

2日以内

公民権行使

骨髄移植

ボランティア

種類

4,216 日 440 人 9.6 日

必要と認められる期間

出産予定日前6週間から産後8週間の必要であると認められる期間

必要と認められる期間

(b) (c) (b)/(c)

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻

7時間45分 8:30 17:15

付与日数

必要と認められる期間

必要と認められる期間

5日以内

7日以内

休憩時間

12:00～13:00

総取得日数 全対象職員数

要介護者の介護 5日以内

不妊治療 5日以内



５　職員の分限及び懲戒処分の状況
(1)　分限処分者数 （令和4年度）

(2)　懲戒処分者数 （令和4年度）

0

0

道路交通法違反 0 0 0 0

監督責任 0 0 0

0 0 0

収賄等関係 0 0 0 0

一般服務違反関係（信用失墜行為・
欠勤・勤務態度の不良等）

0 1 0 0

一般非行関係（金銭・異性関係等の
非行等）

0

免職 停職 減給 戒告

給与・任用に関する不正（諸給与の
不正領得等）

0 0 0

地公法第28条第4項に基づく条例によ
り失職しなかった者

0

地公法第28条第4項により失職した者 0

0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0

条例で定める事由による場合

0 0 0

職制・定数の改廃・予算の減少によ
り廃職・過員を生じた場合

0 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 23 0

職に必要な適格性を欠く場合 0

休職 降給 失職

勤務成績が良くない場合 0 0 0 0

降任 免職



６　職員の服務の状況
(1)　育児休業及び部分休業の取得者数 （令和4年度）

(2)　健康診断実施状況 （令和4年度）

７　職員の退職管理の状況
　地方公務員法の改正に伴い、橋本市職員の退職管理に関する条例を制定し、平成２８年４月１日から

施行しました。

　離職後に営利企業等に再就職した退職者は、離職後２年間、再就職先と本市との契約等事務において、

離職前５年間の職務上の行為をする（しない）よう、現職職員へ要求又は依頼することが禁止されました。

　また、再就職した課長級以上（病院企業職員を除く）の退職者は、以下の再就職情報について届出の

義務があります。

　○再就職情報

氏名

生年月日

連絡先

離職日

離職時の職

再就職日

再就職先の名称

再就職先の業務内容

再就職先における地位

0

区分 受診者数

定期健康診断 562

B型肝炎検査 0

腸内細菌検査

育児休業取得者数 10 14 24

部分休業取得者数 0 9 9

区分 男性 女性 計



８　職員の研修の状況 （令和4年度）

９　職員の福祉及び利益の保護の制度
(1)　職員互助会の事業内容 （令和4年度）

(2)　公務災害・通勤災害の認定件数 （令和4年度）

(3)　公平委員会に係る業務の内容 （令和4年度）

0

・体育・文化事業（文化公演等のチケット購入助成など）

・健康維持増進事業（人間ドック受診料の一部助成など）

・団体助成事業（認定団体への助成及び補助）

・給付事業（死亡弔慰金、結婚祝金、出産祝金、災害見舞金、傷病見舞金、上棟祝金及び退職餞
別金の給付等）

勤務条件に関する措置要求 0

不利益処分に関する不服申立 0

区分 認定件数

職員互助事業

区分 件数

公務災害 17

通勤災害 1

補助金

福利厚生事業
（補助金充当事業）

0

県研修協議会研修

60

59

0

一般研修（一般職員研修、監督者研修、管理者研修
等）

専門研修（パソコン研修、政策形成能力向上研修、ビ
ジネス文書基礎等）

特別研修（人事評価評価者研修等）

0

14

0

18

20

431

種別 受講者数研修名等

人権研修

基本研修

新規採用職員研修

所属長研修

掛金

掛金率 円/月・一人

円

会員数

335

861

10,252

1,000

人

千円

国際文化研修所研修

中央研修所研修

全国建設研修センター

市研修

その他


